
 

 

令 和 ８ 年 度 

 

 

南 部 町 水 道 事 業 会 計 予 算 書  

 

 

 



議案第20号  

令和８年度南部町水道事業会計予算
（総　則）  
第１条　令和8年度南部町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 
（業務の予定量）  
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。  
(1)　給水戸数　　　　　4,131件　　（旧上水道　3,845件、統合前簡易水道　286件）  
(2)　年間総給水量　　　1,086,508㎥（旧上水道　1,023,248㎥、統合前簡易水道　63,260㎥）  
(3)　一日平均給水量　　2,976㎥  
(4)　主な建設改良工事　老朽管路更新事業、遠隔監視システム更新事業  

 
（収益的収入及び支出）  
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 
　　　　　収　　　　　　入  
第１款　　水道事業収益                                      　  224,891千円  
　第１項　営業収益                                              198,317千円  
　第２項　営業外収益                                             26,574千円  
　第３項　特別利益                                                　　0千円  

 
　　　　　支　　　　　　出  
第１款　　水道事業費用                                          220,091千円  
　第１項　営業費用                                              206,850千円  
　第２項　営業外費用                                             13,236千円  
　第３項　特別損失                                                　　0千円  
　第４項　予備費                                                      5千円  
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（資本的収入及び支出）  
第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額  
　73,759千円は、過年度分損益勘定留保資金をもって補填するものとする。）。  

 
　　　　　収　　　　　　入  
第１款　　資本的収入                                            126,287千円  
　第１項　企業債                                                108,300千円  
　第２項　出資金                                                 11,321千円  
　第４項　国県支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,666千円  

 
　　　　　支　　　　　　出  
第１款　　資本的支出                                            200,046千円  
　第１項　建設改良費                                            130,100千円  
　第２項　企業債償還金                                           69,946千円  

（債務負担行為）  
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。  

 

 

 

 
（企業債）  
第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

 

 

 

 

 

 

 
（一時借入）  
第７条　一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。  

 

期　間 限度額

25,475,000円

償還の方法

150,000千円

鳥取県域公営企業会計システ
ム構築及び運用保守業務

令和8年度から

令和14年度まで

事　項

老朽施設更新
遠隔監視システム更新

証書借入

　政府資金については、その融資条件により、銀行そ
の他の場合にはその債権者と協定するものによる。た
だし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮
し、又は、繰上償還もしくは低利に借換えすることが
できる。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率

3％以内

- 2 -



（予定支出の各項の経費の金額の流用）  
第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
　　　　（１）収益的支出における各項間の流用  
　　　　（２）資本的支出における各項間の流用  

 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  
第９条　次に掲げる経費については、 その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、  
　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  
　　　　（１）職員給与費　　5,850千円  

 
（他会計からの補助金）  
第１０条　営業助成並びに施設に対する補助金として他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、12,295千円である。  

 
（たな卸資産購入限度額）  
第１１条　たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。  

 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　令和　8年  3月  2日 提出　　南部町長　　    　陶 山  清 孝  

 
　　　　　　　　　　　　　　　　令和　8年  3月   日 　決　　南部町議会議長　　景　山　　浩  
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予算に関する説明書  
　（１）令和 8年度南部町水道事業会計予算実施計画書  
　（２）令和 8年度南部町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書  
　（３）給与費明細書  
　（４）債務負担行為に関する調書

　（５）令和 8年度南部町水道事業会計予定貸借対照表  
　（６）令和 7年度南部町水道事業会計予定損益計算書  
　（７）令和 7年度南部町水道事業会計予定貸借対照表  
　（８）注記に関する調書  

 
附属資料  
　（１）令和 8年度南部町水道事業会計予算明細書  
　（２）地方債現在高見込みに関する調書  
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南部町水道事業会計予算に関する説明書

令　和　８　年　度

－5－



令和　８年度南部町水道事業会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 水道事業収益 224,891

1. 営業収益 198,317

1. 給水収益 182,599

2. その他営業収益 1,050

3. 受託工事収益 14,000

4. 水道加入金 668

2. 営業外収益 26,574

1. 受取利息及び配当金 15

2. 雑収益 1

3. 他会計補助金 974

5. 長期前受金戻入 25,584

款 項 目
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収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 水道事業費用 220,091

1. 営業費用 206,850

1. 原水及び浄水費 49,716

2. 配水及び給水費 24,693

3. 受託工事費 22,000

4. 総係費 18,689

5. 減価償却費 88,942

6. 資産減耗費 2,810

2. 営業外費用 13,236

1. 支払利息及び企業債取扱諸費 8,648

2. 雑支出 400

3. 消費税 4,188

4. 予備費 5

1. 予備費 5

款 項 目
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資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 資本的収入 126,287

1. 企業債 108,300

1. 企業債 108,300

2. 出資金 11,321

2. 他会計補助金 11,321

4. 国県支出金 6,666

1. 国県支出金 6,666

款 項 目
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資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

予定額 備　　　考

1. 資本的支出 200,046

1. 建設改良費 130,100

1. 上水道拡張工事 110,000

2. 統合前簡易水道拡張工事 20,000

3. 有形固定資産購入費 100

2. 企業債償還金 69,946

1. 企業債償還金 69,946

款 項 目
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（単位　円）

（ １ ） 当年度純利益（△は純損失） 965,007
（ ２ ） 減価償却費 88,941,221
（ ３ ） 引当金の増減額（△は減少） 33,004
（ ４ ） 長期前受金戻入額 △ 25,586,218
（ ５ ） 受取利息 △ 1,000
（ ６ ） 支払利息 8,646,923
（ ７ ） 固定資産除却費 2,810,000
（ ８ ） 未収金の増減額（△は増加） 37,352,749
（ ９ ） 未払金の増減額（△は減少） △ 1,236,102
（１０） その他流動資産の増減額（△は増加） 6,136,474
（１１） その他流動負債の増減額（△は減少） △ 22,172,974

小計 95,889,084
（１２） 利息及び配当金の受取額 1,000
（１３） 利息の支払額 △ 8,646,923

業務活動によるキャッシュ・フロー 87,243,161

（ １ ） 有形固定資産の取得による支出 △ 118,272,727
（ ２ ） 無形固定資産の取得による支出 0
（ ３ ） 国庫補助金等による収入 0
（ ４ ） 一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 118,272,727

（ １ ） 企業債による収入 108,300,000
（ ２ ） 企業債の償還による支出 △ 57,802,724
（ ３ ） 他会計からの出資による収入 10,668,323

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,165,599

資金増減額 30,136,033

資金期首残高 49,922,331

資金期末残高 80,058,364

令和８年度　キャッシュ・フロー計算書
（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
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〔水道事業会計〕

一般職

（１）総括 (単位　千円）

職員数 備　考

(人） 報  酬 給  料 職員手当 計 (退職手当負担金等）

本年度 1 0 2,989 1,572 4,561 836 5,397 458

前年度 1 0 2,812 1,535 4,347 750 5,097 509

比  較 0 0 177 37 214 86 300 ▲ 51

区　分 扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外手当 期末勤勉手当 特勤手当

本年度 0 0 51 0 360 1,161 0

職員手当の 前年度 36 0 51 0 360 1,088 0

比  較 ▲ 36 0 0 0 0 73 0

内　　　訳 区　分 児童手当

本年度 0

前年度 0

比  較 0

合　  計

給　与　費　明　細　書

給　　　　与　　　　費
区  分 法定福利費
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ア　会計年度任用職員以外の職員

備　考

報  酬 給  料 職員手当 計 (退職手当負担金等）

本年度 1 （0） 0 2,989 1,572 4,561 836 5,397 458

前年度 1 （0） 0 2,812 1,535 4,347 750 5,097 509

比  較 0 （0） 0 177 37 214 86 300 ▲ 51

備考　（　　　）内は、短時間勤務職員について示す。

扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当

職員手当の 0 0 51 0 1,161 360 0

内　　　訳 36 0 51 0 1,088 360 0

▲ 36 0 0 0 73 0 0

イ　会計年度任用職員

備　考

報  酬 給  料 職員手当 計 (退職手当負担金等）

本年度 0 （0） 0 0 0 0 0 0 0

前年度 0 （0） 0 0 0 0 0 0

比  較 0 （0） 0 0 0 0 0 0 0

備考　（　　　）内は、短時間勤務職員について示す。

扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当

職員手当の 0 0 0 0 0 0 0

内　　　訳 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0比  較

給　　　　与　　　　費
共済費 合　  計

区　分

本年度

前年度

区　分

本年度

前年度

比  較

区  分 職員数（人）

区  分
職員数 給　　　　与　　　　費

共済費 合　  計
(人）
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（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額 説    明

給      料 177 １．給与改定に伴う 給与改定の状況
　　増減分 　給料の改定率

　給与改定実施時期
２．普通昇給に伴う 177
　　増加分

３．昇給期間短縮に 　 昇給期間短縮の状況
　　伴う増加分 （昇給期間の短縮月数） （職員数）

　 　　月 人

４．その他の増減分 採用 職員の異動状況
（現に在職する職員数） （その他） 計

退職 本年度 1人 0人 1人
前年度 1人 0人 1人

異動 増　減 0人 0人 0人

異動に伴う増減 採用・退職の状況
　採用 人 　退職 人

給与改定保留額

その他
職員手当 37 １．制度改正に伴う 期末勤勉

　　増減分

２．その他の増減分 37 期末勤勉　　　　   73
その他　　　　 　▲36 扶養手当▲36

増減額の増減事由別内訳 備                   考
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（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員1人当たり給与

　　イ　初任給

高    校    卒 １－５ 188,000 １－５ 188,000

短　　大　　卒 １－15 204,400 １－15 204,400

大　　学　　卒 １－21 216,800 １－21 216,800

国の制度

令和７年１月１日現在

248,400

293,646

28.0

27.0

271,583

区             分

区　　　分

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢 （ 歳 ）

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

一般行政職

平 均 年 齢 （ 歳 ）

令和８年１月１日現在

233,300

一般行政職 技能労務職
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　　ウ　等級別職員数

等級 職員数 構成比 等級 職員数 構成比

６級 ６級

５級 ５級

令和８年１月１日現在 ４級 ４級

３級 ３級

２級 ２級

１級 1 100.0% １級

計 1 100.0% 計

６級 ６級

５級 ５級

令和７年１月１日現在 ４級 ４級

３級 ３級

２級 ２級

１級 1 100.0% １級

計 1 100.0% 計

一般行政職
区　　分

技能労務職
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　　エ　昇給期間短縮

一般行政職 技能労務職

（Ａ） 1 1

（Ｂ）

3月

6月

9月

12月

（Ｂ）/（Ａ）

（Ａ） 1 1

（Ｂ）

3月

6月

9月

12月

（Ｂ）/（Ａ）

昇 給 期 間 短 縮 に 係 る 職 員 数

特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数

比 率

区　　　　　　　　分
代表的な職種

特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数

合計

前    年    度

職 員 数

昇 給 期 間 短 縮 に 係 る 職 員 数

職 員 数

比 率

昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳

本    年    度 昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳
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 　 オ　期末手当・勤勉手当

本 年 度

前 年 度

国の制度

 　 カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

支給率等

国の制度

　　キ　調整手当

35年勤続の者 最高限度

47.709 47.709

備考

4.65月

2.325

2.300

6月（月分）

2.325

12月（月分）

2.325

2.325

区 分

4.60月2.300

区 分
（月分） （月分）

20年勤続の者 25年勤続の者

4.65月

支給期別支給率

24.586875 33.27075 47.709 47.709

備考

定年前早期退職特例措置

（月分）
その他の加算措置等 退職時特別昇給

（月分）

〃24.586875

支 給 対 象 職 員 ( 人 ）

国 の 制 度 ( 支 給 率 ） (%)

支 給 対 象 地 域

支 給 率 (%)

33.27075
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　　ク　特殊勤務手当

　　ケ　その他の手当

差異の内容

住　　居　　手　　当

扶　　養　　手　　当

通　　勤　　手　　当

〃

〃

同

区　　　　　　分

( 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 ）

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( ％ )

代表的な特殊勤務手当の名称

区　　　　　　分

技能労務職
全　　職　　種

一般行政職

代　表　的　な　職　種代　表　的　な　職　種

国の制度との異同
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(等級別の標準的な職務内容）

区分 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

一般行政職

特に困難な業務を処
理する課長又は専門
員の職務

課長、専門員 課長補佐、室長 主幹 主任、主任技師 主事補、主事、技師
補、技師

区分 ３級 ２級 １級

技能労務職

特に高度の技能又は
経験を必要とする業
務を行う一般技能職
員の職務

高度の技能又は経験
を必要とする業務を
行う一般技能職員の
職務

一般技能職員の職務
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債務負担行為に関する調書

期　間 金　額 期　間 金　額

0千円
鳥取県域公営企業会計システム構築及び
運用保守業務

25,475千円
令和8年度から
令和14年度まで

0千円

当該年度以降の

自己財源

事　　項 限 度 額

前年度末までの

支出（見込）額 支出予定額
左の財源内訳
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注記に関する事項 

Ⅰ．重要な会計方針 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  ・貯蔵品 先入先出法による原価法 

 

２ 固定資産の減価償却方法 

  （１）有形固定資産（リース資産を除く。） 

    ・減価償却の方法 定額法 

    ・主な耐用年数 

     建物       16～58年    

        

     構築物       8～60年      

         

     機械及び装置    8～40年 

         

     車両運搬具         5年  

              

工具器具備品    6～17年 

 

  （２）リース資産 

    ・分類 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    ・減価償却の方法 定額法 

    ・主な耐用年数     

工具器具備品    5～15年 
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３ 引当金 

 （１）退職給付引当金  

本町は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めに

より、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道

事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。 

  （２）賞与引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 

（３）法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を

計上している。 

（４）貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。 

 

 ４ 引当金の取崩し 

  （１）賞与引当金の取崩し 

     令和 8年度夏期において、期末手当及び勤勉手当として 578千円を支給するため、賞与引当金 386千円を取り崩す予定としている。 

  （２）法定福利費引当金の取崩し 

     令和 8 年度夏期において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 117 千円を支給するため、法定福利費引当金 78 千円を取り崩

す予定としている。 

 

５ 消費税及び地方消費税の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 
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Ⅱ．予定キャッシュ・フロー計算書等関連 

  重要な非資金取引 

   該当する取引はない。 

 

Ⅲ．予定貸借対照表等関連 

 １ 担保に供している資産等 

   該当する資産はない。 

 

 ２ 企業債の償還に係る他会計の負担 

   貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込

まれる額は以下のとおりである。 

令和 4 年度  68,930千円 

令和 5 年度  62,071千円 

令和 6 年度  55,337千円 

令和 7 年度  49,193千円 

令和 8 年度  40,949千円 

 

 ３ 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項 

   当該事項はない。 

 

Ⅳ．セグメント情報の開示 

  当事業は単一セグメントのため、セグメント情報は省略する。 

Ⅴ．減損損失 

  当該事項はない。 

 



令和　８年度南部町水道事業会計予算明細書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

本　年　度 前　年　度

予　定　額 予　定　額 金　　額

1. 224,891 231,217 △6,326

1. 198,317 203,620 △5,303

1. 給水収益 182,599 184,366 △1,767 水道使用料 182,599 旧上水道 171,968

統合前簡易水道 10,631

2. その他営業収益 1,050 1,050 0 手数料 50 審査手数料 40

給水装置工事指定事業者更新手数料 10

雑収益 1,000 消火栓維持管理ほか 1,000

3. 受託工事収益 14,000 17,500 △3,500 受託工事 14,000 倭国道改良工事に伴う水道管移転補償 14,000

4. 水道加入金 668 704 △36 水道加入金 668 水道加入金 668

2. 26,574 27,597 △1,023

1. 受取利息及び配当金 15 15 0 預金利息 15 普通預金 6

定期預金 9

2. 雑収益 1 1 0 その他雑収益 1 1

3. 他会計補助金 974 1,080 △106 一般会計補助金 974 統合前簡水起債利息償還に対する繰入 974

5. 長期前受金戻入 25,584 26,501 △917 受贈財産評価額長期前受金
戻入

2,382 2,382

国庫補助金他長期前受金戻
入

12,208 12,208

工事負担金長期前受金戻入 330 330

一般会計補助金長期前受金
戻入

10,664 10,664

説　　明

水道事業収益

款 項 目 比　　　較
節

区　　分

営業収益

営業外収益
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収 益 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

本　年　度 前　年　度

予　定　額 予　定　額 金　　額

1. 220,091 220,998 △907

1. 206,850 206,927 △77

1. 原水及び浄水費 49,716 49,713 3 委託料 8,118 電気保安協会 200

落合浄水場点検維持管理 385

滝山水源管理料 72

水質検査 7,461

修繕料 5,720 旧上水道 4,620

　落合浄水場機器類修繕

統合前簡易水道 1,100

動力費 33,660 動力電気代　旧上水道 30,800

　　　　　　統合前簡易水道 2,860

薬品費 2,112 旧上水道 1,782

統合前簡易水道 330

材料費 10 場内配管材料費 10

賃借料 96 水源地等賃借料 62

電柱添架料 34

2. 配水及び給水費 24,693 24,196 497 備消耗品費 10 給水配水設備用消耗品 10

修繕料 22,660 旧上水道 19,272

統合前簡易水道 3,388

委託料 2,023 メーター交換委託料　330件 923

町内漏水調査 1,100

3. 受託工事費 22,000 22,000 0 工事請負費 22,000 倭国道改良工事に伴う水道管移設工事 22,000

款 項 目 比　　　較
節

区　　分
説　　明

水道事業費用

営業費用
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4. 総係費 18,689 17,796 893 給料 2,989 職員１名 2,989

手当 1,182 通勤手当 51

時間外手当 360

扶養手当

期末勤勉手当 771

賞与引当金繰入額 390 390

法定福利費 759 共済組合負担金 749

公務災害負担金 10

法定福利費引当金繰入額 79 79

備消耗品費 100 事務用消耗品 100

印刷製本費 500 納付書、封筒、検針用紙 印刷代 500

通信運搬費 2,525 郵送料 480

電話代 598

インターネット水源地回線サービス 1,447

委託料 5,982 検針委託料 3,535

企業会計システム使用料 1,083

水道情報システム 88

管路システム保守 396

会計支援業務 880

手数料 1,863 給水車車検手数料等 15

収納取扱手数料 1,584

コンビニ収納手数料 264

賃借料 270 車両リース料 270

修繕料 320 備品修繕 220

水道検針機器スポット修理 100
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負担金 637 退職手当組合負担金等（職員１名） 458

日本水道協会会員負担金 110

日本水道協会中四国支部会員負担金 31

日本水道協会鳥取県支部会員負担金 7

西部水道技術管理部会負担金 6

鳥取県地下水協議会協力金 5

水資源保全全国自治体連絡会 20

保険料 291 任意保険　（給水車、軽バン） 60

給水車自賠責保険料 24

建物火災保険 207

公課費 38 給水車重量税 38

研修費 100 水道事業研修 100

燃料費 200 ガソリン、軽油代 200

雑費 10 諸雑費 10

貸倒引当金繰入額 454 454

5. 減価償却費 88,942 90,412 △1,470 固定資産減価償却費 88,942 建物資産 1,253

構築物資産 77,420

機械・装置資産 10,269

6. 資産減耗費 2,810 2,810 0 棚卸資産減耗費 10 10
固定資産除却費 2,800 2,800

2. 13,236 14,066 △830
1. 支払利息及び企業債取扱

諸費
8,648 9,698 △1,050 企業債利息 8,648 企業債償還利息

　　旧上水道分 6,797

　　統合前簡易水道分 1,851

2. 雑支出 400 180 220 その他雑支出 400 漏水還付 400

3. 消費税 4,188 4,188 0 消費税 4,188 4,188

4. 5 5 0

1. 予備費 5 5 0 予備費 5 5

営業外費用

予備費
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資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　　入 (単位：千円)

本　年　度 前　年　度

予　定　額 予　定　額 金　　額

1. 126,287 124,144 2,143

1. 108,300 113,000 △4,700

1. 企業債 108,300 113,000 △4,700 企業債 108,300 老朽管路更新事業 35,000

遠隔監視システム更新事業

　上水道 60,000

　統合前簡易水道 13,300

2. 11,321 11,144 177

2. 他会計補助金 11,321 11,144 177 繰入資本金 11,321 企業債元金償還に係る繰入金 11,321

4. 6,666 0 6,666

1. 国県支出金 6,666 0 6,666 国県支出金 6,666 簡易水道国庫補助金 6,666

比　　　較
節

区　　分
款

資本的収入

項 目

企業債

出資金

国県支出金

説　　明
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資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　出 (単位：千円)

本　年　度 前　年　度

予　定　額 予　定　額 金　　額

1. 200,046 202,387 △2,341

1. 130,100 130,100 0

1. 上水道拡張工事 110,000 127,000 △17,000 拡張工事 110,000 老朽管路更新事業 50,000

遠隔監視システム更新事業

　旧上水道 60,000

2. 統合前簡易水道拡張工事 20,000 3,000 17,000 拡張工事 20,000 　遠隔監視システム更新事業

　旧簡易水道　 20,000

3. 有形固定資産購入費 100 100 0 貯蔵量水器 100 新規水道メーター購入 100

2. 69,946 72,287 △2,341

1. 企業債償還金 69,946 72,287 △2,341 元金償還金 69,946 企業債元金償還金

　旧上水道分 57,803

　統合前簡易水道分 12,143

款 項 目 説　　明

企業債償還金

比　　　較
節

区　　分

資本的支出

建設改良費
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額 償 還 元 金 見 込 額

計 614,473 561,188 108,300 69,946 599,542

　２.簡易水道企業債 107,046 95,039 12,143 82,896

　1.上水道企業債 507,427 466,149 108,300 57,803 516,646

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込に関する調書

区　　　　　　　分
前々年度末現在高
(令和６年度）

前年度末現在高見込額
（令和７年度）

当 該 年 度 増 減 見 込 額
当該年度末現在高見込額

（令和８年度）

- 40 -


